
・奈良県障害者福祉連合協議会の要望時に、前年度に引き続き「日中

　活動系事業所と同一敷地内におけるグループホームの創設に関する

　規制緩和」について要望を提出した。

　令和3年11月に一定の条件を満たす場合に限り、同一敷地内での

　「日中活動系サービス事業所」と「共同生活援助事業所の共同生活住居」

令和3年度 　の併設を認める規制緩和がされました。

実 績 報 告

　

・「全国手をつなぐ事業所協議会」の一員としての新規体制を確認、調整を行う.

　　（全育連の総会後）。

・奈良県事業所協議会の今後についての規約作り

・「全国手をつなぐ事業所協議会」からの情報をもとに障害福祉サービス事業の

　充実と向上に向け研修を深める。

・奈良県行政への要望活動に参画する。

委 員 会 の 実 績 報 告 ・ 目 標 設 定 

奈良県事業所協議会

　以下のように規制緩和がされた。

令和4年3月31日

令和４年度　行動目標

◎「全国手をつなぐ育成会連合会事業所協議会」は「全国手をつなぐ事業所協議会」

　　に名称が変更され、全国手をつなぐ育成会連合会の56番目の正会員となります。


